
（平成２６年９月１８日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認関東地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 5 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 件4

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 8 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 3 件



                      

関東（埼玉）国民年金 事案 5514 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 59 年７月から同年 12 月までの期間、60 年４月から同年

９月までの期間及び 62 年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料

については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和 26 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 59 年７月から同年 12 月まで 

          ② 昭和 60 年４月から同年９月まで 

          ③ 昭和 62 年１月から同年３月まで 

 私は、昭和 54 年にＡ区Ｂ地区に転居し自営で仕事を始めてからは、

Ａ区役所から送付された国民年金保険料の納付書で、同区役所出張所や

銀行で保険料を毎月又は２、３か月分をまとめて未納のないように納付

していた。また、時期や詳細は不明だが、同区役所から電話があり、ま

とめて国民年金保険料を納付した記憶もある。 

申立期間の保険料が未納となっていることに納得できない。 

   

   

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者の資格

取得時期から、昭和 48 年４月頃に払い出されたと推認され、この頃に申

立人の国民年金の加入手続が行われたと考えられ、このことからすると、

申立期間①、②及び③の国民年金保険料は納付が可能である。 

また、申立人が、６か月、６か月及び３か月とそれぞれ短期間である申

立期間①、②及び③の国民年金保険料を納付できなかった特段の事情は見

当たらない。 

さらに、申立人は、国民年金の加入手続以降、60 歳に到達するまでの

期間において、申立期間①、②及び③以外に未納は無く、国民年金保険料

の納付意識は高かったものと考えられ、申立期間①、②及び③の保険料を

納付したと考えても不自然ではない。 

  



                      

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 

  



                      

関東（埼玉）厚生年金 事案 8689 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたと認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係

る記録を昭和 57 年７月 21 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 22 万

円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和 16 年生 

住    所 ： 

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 57 年７月 21 日から同年８月５日まで 

厚生労働省の記録によれば、Ｂ社（現在は、Ｃ社）の資格喪失日が昭

和 57 年７月 21 日に、Ａ社の資格取得日が同年８月５日になっているた

め、厚生年金保険の被保険者期間に空白がある。同じ敷地内にあった関

連会社への異動であり、申立期間も継続して勤務していたので、当該期

間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 Ｃ社の回答及び申立人に係る雇用保険の被保険者記録から判断すると、

申立人は申立てに係るグループ会社に継続して勤務し（Ｂ社からＡ社に異

動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

 なお、異動日については、Ａ社における申立人の雇用保険の資格取得日

から、昭和 57 年７月 21 日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

57 年８月の事業所別被保険者名簿の記録から、22 万円とすることが妥当

である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

Ａ社は平成 15 年に清算結了しており、これを確認できる関連資料及び周

辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

  



                      

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

（当時）に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及

び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

  



                      

関東（埼玉）厚生年金 事案 8690 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたと認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を 25

万 5,000 円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 44 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  平成 15 年７月 11 日 

 Ａ社に勤務していた期間のうち申立期間に係る賞与の記録が無い。賞

与を支給されていたので、正しい記録に訂正してほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の回答及び申立人が所持する給与振込口座の預金通帳により、申立

人が申立期間に賞与の支給を受けたことが認められる。 

また、複数の同僚は、申立人についても申立期間に賞与の支給を受け、

厚生年金保険料が控除されていた旨を述べている。 

さらに複数の同僚が所持している申立期間に係る賞与明細書により、こ

れら同僚は、賞与支給額に見合う厚生年金保険料を控除されていたことが

確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立人の申立期間に係る標準賞与額については、上述の預金通帳

及び同僚の賞与明細書から推認できる賞与額及び厚生年金保険料控除額か

ら、25 万 5,000 円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料の納付義務を履行したか否かについ

ては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、

明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

  



                      

業主が上述の賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行った

か否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことか

ら、行ったとは認められない。 

  



                      

関東（茨城）厚生年金 事案 8691 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、22万円に訂正

することが必要である。 

なお、事業主は、申立期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 57 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  平成 17 年４月１日から 19 年４月１日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間に係る標準報酬月額の記録が、当時の給

与額と異なり低額となっているので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る標準報酬月額の相違について申し立てている

が、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険

給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保

険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内で

あることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定するこ

とになる。 

申立人が所持する給与明細書並びに平成 17 年分、18 年分及び 19 年分

給与所得の源泉徴収票で確認又は推認できる保険料控除額から、申立人は、

申立期間において、オンライン記録より高額の標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていることが認められる。 

また、申立人の標準報酬月額については、上述の給与明細書及び源泉徴

収票において確認又は推認できる厚生年金保険料控除額から、22 万円に

訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料の納付義務を履行したか否かについ

ては、事業主から回答は無いが、申立人に係る健康保険厚生年金保険被保

  



                      

険者資格取得届及び同報酬月額算定基礎届の標準報酬月額がいずれもオン

ライン記録と一致しており、標準報酬月額を訂正した記録も見当たらない

上、給与明細書及び源泉徴収票で確認又は推認できる保険料控除額に見合

う標準報酬月額とオンラインに記録されていた標準報酬月額が長期にわた

り一致していないことから、事業主は、給与明細書及び源泉徴収票で確認

又は推認できる厚生年金保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、

その結果、社会保険事務所（当時）は当該報酬月額に見合う保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

  



                      

関東（山梨）厚生年金 事案 8693 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①から③までに係る厚生年金保険料を事業主により賞

与から控除されていたと認められることから、当該期間の標準賞与額に係

る記録を申立期間①は 20 万 6,000 円、申立期間②は 25 万 1,000 円、申立

期間③は 25 万 7,000 円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 47 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 17 年 12 月 16 日 

② 平成 18 年７月 14 日 

③ 平成 18 年 12 月 15 日 

   Ａ社において、平成 17 年 12 月、18 年７月及び同年 12 月に支給を受

けた賞与の記録が確認できないので、記録を訂正してほしい。 

 

 

第３  委員会の判断の理由 

申立期間①から③までについては、金融機関の普通預金元帳、給与支払

報告書及び同僚の賞与明細書から判断すると、申立人は、申立期間①から

③までにおいて賞与が支給され、事業主により当該賞与から厚生年金保険

料を控除されていたことが認められる。 

また、申立人の申立期間①から③までに係る標準賞与額については、上

述の資料により推認される厚生年金保険料控除額から、申立期間①は 20

万 6,000 円、申立期間②は 25 万 1,000 円、申立期間③は 25 万 7,000 円に

訂正することが必要である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主から回答を得ることはできず、このほかに確認できる関連資料及び

周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が前述の賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行った

  



                      

か否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことか

ら、行ったとは認められない。 

 

 

  



 

関東（新潟）国民年金 事案 5512 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 16 年１月及び同年５月から 17 年３月までの期間の国民年

金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和 58 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 平成 16 年１月 

            ② 平成 16 年５月から 17 年３月まで 

   私は、会社を退職した後の平成 16 年１月頃、Ａ区役所Ｂ出張所で国

民年金の加入手続を行った。後日、国民年金保険料納付書が届いたの

で、保険料を１か月ごとに銀行で納付した。同年６月から同年９月ま

での国外にいた期間については、母に保険料の納付を頼んでいた。申

立期間の保険料が未納となっていることに納得できない。 

 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①及び②の国民年金保険料を１か月ごとに銀行で納

付し、一部期間については母親に保険料の納付を依頼していたとしている

が、申立人及びその母親は、保険料納付に関する具体的な記憶が明確でな

いことから、納付の状況が不明である。 

また、申立期間は、平成 14 年４月以降の期間であり、保険料収納事務

が国に一元化されたことに伴い、事務処理の機械化がさらに進められ、平

成 14 年度以降に記録漏れや記録誤り等の生じる可能性は極めて低くなっ

ていると考えられる。 

さらに、申立人及びその母親が申立期間①及び②の国民年金保険料を納

付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

  



 

関東（埼玉）国民年金 事案 5513 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 52 年８月から 58 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 32 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 52 年８月から 58 年３月まで 

 私は、20 歳になった昭和 52 年＊月頃は専門学校の学生であったが、

母が私の国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付

してくれていたはずである。 

申立期間の保険料が未納となっていることに納得できない。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、20 歳になった昭和 52 年＊月頃に、申立人の母が申立人の国

民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料を納付してくれてい

たはずであると申述しているが、その母は既に亡くなっており、申立人自

身は国民年金の加入手続及び保険料納付に直接関与していないことから、

これらの状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者

の資格取得時期から、昭和 58 年６月頃に払い出されたと推認され、その

時点では、申立期間のうち、52 年８月から 56 年３月までは時効により国

民年金保険料を納付できない期間であり、同年４月から 58 年３月までは

保険料を過年度納付することが可能な期間となるが、前述のとおり、保険

料の納付状況が不明である上、当委員会においてオンラインの氏名検索等

により調査したが、申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形

跡も見当たらない。 

さらに、申立期間は 68 か月と長期間であり、行政においてこれほど長

期間にわたり記録管理に誤りが続いたとは考え難い上、申立人が申立期間

の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書

等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当

  



 

たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

  



 

関東（長野）国民年金 事案 5515 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37 年４月から 41 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 37 年４月から 41 年３月まで 

 私は、亡くなった夫から、「叔父が経営するＡ店に住み込みで働き、

昭和 35 年 10 月頃、叔父夫婦と、一緒に住み込みで働いていた同僚であ

るいとこの４人で国民年金に加入した。店に、Ｂ区から委託された集金

人が来ており、国民年金保険料は、事業主である叔父が毎月一人 100 円

ずつ４人分を一緒に納付していた。」と聞いていた。 

申立期間が未納となっていることに納得できない。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の納付記録の訂正を求

めて行ったものである。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人と一緒に国民年金の加入手続を行い、集金人に自身の国民年金保

険料と併せて申立人の保険料を納付してくれたとする事業主である申立人

の叔父は既に亡くなっており、申立人は、保険料納付に直接関与しておら

ず、申立人の妻も当時の詳細な状況を申立人から聞いてはいないとしてい

ることから、当時の状況が不明である。 

 また、申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の被保険者

の資格取得時期から、昭和 35 年 10 月頃に払い出されたと推認され、この

ことからすると、申立期間の国民年金保険料の納付は可能であるが、上記

のとおり申立期間当時の納付状況が不明である上、申立人の叔父夫婦は、

申立期間に係る自身の保険料を 55 年６月 30 日に第３回特例納付により、

一括納付していることが年金事務所に保管されていた当該特例納付に係る

領収済通知書、Ｂ区の年度別納付状況リスト及び附則４条納付者リストに

  

  



 

それぞれ記録されていることから、申立期間当時、叔父夫婦に係る申立期

間の保険料は未納であったことが確認でき、叔父が保険料を毎月一人 100

円ずつ４人分を一緒に納付していたとする申立内容と相違する。 

さらに、当委員会においてオンラインの氏名検索等により調査したが、

申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も見当たらない上、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 

  



 

関東（埼玉）国民年金 事案 5516 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 44 年５月から 45 年 10 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44 年５月から 45 年 10 月まで 

私が 20 歳になった直後の昭和 44 年＊月又は＊月頃に、養父から、

「国民年金に加入することは国民の義務であるため、お前の年金の加入

手続をしておいた。」と言われた。 

国民年金保険料の納付について詳しい話を聞いたことはないが、養父

が納付してくれていたはずである。 

申立期間が未加入となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人の養父が申立人の国民年金の加入手続を行い、国民年

金保険料を納付してくれていたはずであると申述しているが、申立人の国

民年金の加入手続及び保険料納付を行ったとするその養父は既に亡くなっ

ており、申立人自身は国民年金の加入手続及び保険料納付に直接関与して

いないことから、これらの状況が不明である。 

また、当委員会においてオンラインの氏名検索等により調査したが、申

立人に国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらないことから、

申立期間当時、申立人は国民年金に未加入であり、制度上、国民年金保険

料を納付することはできない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 

  



 

関東（埼玉）国民年金 事案 5517 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 55 年 12 月の国民年金保険料については、納付していたも

のと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 55 年 12 月 

私が昭和 55 年 12 月に会社を退職したときに、私の厚生年金保険から

国民年金への切替手続を父又は母が行ってくれたようである。会社を退

職して４、５か月した頃に、Ａ町役場から家に国民年金保険料を納付す

るようにとの電話があったので、すぐに同役場に行き、４、５千円を支

払った。その時に職員から、｢これで全部つながったからね。｣と言われ

たことを覚えている。 

申立期間が国民年金に未加入となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、｢私が会社を退職したときに、私の厚生年金保険から国民年

金への切替手続を父又は母が行ってくれたようである。｣と申述している

が、申立人の国民年金の再加入手続を行ったとする父及び母は既に亡くな

っており、申立人自身は国民年金の再加入手続に直接関与していないこと

から、これらの状況が不明である。 

また、国民年金被保険者台帳及びオンライン記録によると、申立人は、

厚生年金保険の被保険者資格を昭和 55 年 12 月 31 日に喪失した後の 56 年

１月１日に、国民年金の被保険者資格を再取得したことが確認でき、この

ことからすると、申立期間は国民年金の未加入期間であり、制度上、国民

年金保険料を納付することができない期間である。 

さらに、当委員会においてオンラインの氏名検索等により調査したが、

申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらない上、

申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定

申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情

  



 

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 

 

  



関東（茨城）厚生年金 事案 8688 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 昭和 26 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 41 年４月から 42 年１月まで 

私は、申立期間にＡ社に勤務していたが、同社に係る厚生年金保険の

記録が無い。厚生年金保険料が控除されていた資料等は無いが、保険料

は給与から控除されていたはずなので、調査の上、厚生年金保険の被保

険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時、Ａ社に勤務し、厚生年金保険の被保険者記録が認められ

る複数の同僚の供述から判断すると、退職日は特定できないものの、申立

人が昭和 41 年４月から同社に勤務していたことがうかがえる。 

しかしながら、Ａ社の事業主は、申立人について「在籍を確認できる資

料は無く、従業員としては該当していないようである。」と述べている上、

同僚の一人は「雇用形態の違いにより厚生年金保険に加入していない人が

いた。」と述べている。 

また、Ａ社の事業主が保管する昭和 41 年中に社会保険事務所（当時）

で確認を受けた「被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」にお

いて、同僚の一人から申立人と同時に同社に入社したとの供述が得られた

申立人を含む９人の同僚のうち、５人については氏名を確認することがで

きるが、申立人を含む４人については確認できない。 

さらに、上記「被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」に記

載された複数の同僚に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票の記録は、

オンライン記録と一致しているとともに、当該原票において昭和 41 年３

月１日から 43 年５月１日までの期間に厚生年金保険の被保険者資格を新

規に取得した者の中に申立人の氏名は無く、健康保険証の番号に欠番は無

  



い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



関東（群馬）厚生年金 事案 8692 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 33 年から 36 年まで 

 昭和 33 年から 36 年までの間、Ａ市Ｂ地区所在のＣ事業所に勤務した

が、申立期間における厚生年金保険被保険者記録が無いので、調査の上、

被保険者期間と認めてほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   同僚の供述及び申立人の勤務実態に係る申立内容から、期間の特定はで

きないものの、申立人がＣ事業所に勤務していたことがうかがえる。 

 しかしながら、申立人が申立期間に勤務していたとするＣ事業所は、法

人登記の記録は確認できない上、適用事業所名簿において厚生年金保険の

適用事業所としての記録が無く、当時の事業主も不明であることから、申

立人に係る申立期間の勤務の実態及び厚生年金保険料の給与からの控除に

ついて確認することができない。 

 また、申立人が一緒に勤務したとする同僚に照会したが、申立人に係る

給与からの厚生年金保険料の控除については不明と回答している。 

 さらに、申立人が一緒に勤務したとする同僚二人について、Ｃ事業所に

係る厚生年金保険の被保険者記録は無い。 

 このほか、申立人が申立期間において、事業主により給与から厚生年金

保険料を控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無く、申

立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

  

  

  

  

  

 



関東（群馬）厚生年金 事案 8694 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 44 年４月 21 日から 45 年３月１日まで 

② 昭和 45 年３月１日から 47 年３月１日まで 

③ 昭和 47 年３月 27 日から 49 年３月１日まで 

   申立期間①はＡ社に、申立期間②はＡ社又はＢ社に、申立期間③はＢ

社に勤務していたにもかかわらず、厚生年金保険の被保険者記録が確認

できないので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

 

第３  委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、勤務期間については判然としないが、申立期間①及び②の

うちの一部期間について、Ａ社に勤務し厚生年金保険に加入していた旨

の供述をしているところ、同僚は申立人が同社に勤務していたことを供

述している。 

  しかしながら、Ａ社の事業主は既に死亡しているため供述を得ること

はできない上、複数の同僚に照会したものの、申立人の同社における勤

務期間及び事業主により給与から厚生年金保険料を控除されていた期間

について確認できない。 

  また、雇用保険の被保険者記録を照会したが、Ａ社における申立人の

被保険者記録を確認することはできない。 

  さらに、申立期間①及び②前後に係るＡ社の健康保険厚生年金保険被

保険者原票に申立人の氏名は見当たらず、健康保険整理番号に欠番も見

当たらない。 

  加えて、オンライン記録により、申立期間①及び②は国民年金の保険

料納付済期間となっていることが確認できる。 

このほか、申立人のＡ社に係る申立期間①及び②における厚生年金保

 

  

  

  

  

 



険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人がＡ社の厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認める

ことはできない。 

  

 

２ 申立人は、勤務期間については判然としないが、申立期間②及び③の

うちの一部期間について、Ｂ社に勤務し厚生年金保険に加入していた旨

の供述をしているところ、同僚は申立人が同社に勤務していたことを供

述している。 

  しかしながら、Ｂ社の事業主は既に死亡しているため供述を得ること

はできない上、複数の同僚に照会したものの、申立人の同社における勤

務期間及び事業主により給与から厚生年金保険料を控除されていた期間

について確認できない。 

  また、雇用保険の被保険者記録を照会したが、Ｂ社における申立人の

被保険者記録を確認することはできない。 

  さらに、オンライン記録により、申立期間②及び③は国民年金の保険

料納付済期間となっていることが確認できる。 

  加えて、Ｂ社の健康保険厚生年金保険被保険者原票により、申立人は、

昭和 47 年３月１日に資格を取得し、同年３月 27 日に資格を喪失した後、

健康保険被保険者証を同年３月 31 日に返納していることが確認できる。

  また、Ｃ市からの回答により、申立人は、昭和 47 年３月 27 日付けで

Ｃ市において国民健康保険に加入していることが確認できる。 

このほか、申立人のＢ社に係る申立期間②及び③における厚生年金保

険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人がＢ社の厚生年金保険被保険者として申立期間②及び③に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認める

ことはできない。 

  

  

  

  

 

  

  

 

 

  




